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地
成
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平

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書（追加）

仙台地方裁判所

、

平成28年12月20日仙地裁総第750号による裁判所職員に対する加害行為

等に関する報告について，下記のとおり追加報告する。

記

（

添付書類

。
入

魂
心

ｑ
Ｑ
Ｂ
ｇ

亀
、
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ｔ
ｒ
７
ｆ
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‐
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(丘名）水戸地方裁判所

１
口
□
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
四

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （’

’
■
■
－
１II

|接触させた。|接触させた。せ

| ’
|）|

’ I2行為の日時

3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

、裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■）

’

’ ’
事件関係者

傍聴人

不明

その他 （ ）

5

｜裁判官

その他の職員

！ ’司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

Ｌ
国
Ｆ
Ⅵ

|｜庁舎

｜住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

品，文書等

’|）（

龍』

ノ．，､〆訟ダ

｜ ， ． ,’ 1
，

綿－8閲， ノ
一

一 一



行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙 ’
６
口

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

両Uー

’
’

7行為に至る経緯

■吹のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
一
一

I
’

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応！

■次のとおり 口追完予定

’
’

コモニーーーー‐ 宅冒＝ 凰硯 旱些.」

■

9備考

’

一一一

(最総一）
”
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イ
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
(庁名） 福井地方裁判所

行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走
裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

： 三』
1

□
■
口
■
ロ
ロ
ロ
□
□

|飛び掛かった。

’’
■ ■■ ■■

|損壊した。

’2行為の日時

’ ’

’

庁舎内
裁判所構内
住居（官舎を含む。 ）

’

その他（ |）

'4行為者

■‐
■

r

~－il
不明

’|）その他（

被害者，被害施設等
裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族

弓
i ‐5

与王 ＝－－

l
で ＝

その他（ |）

6行為の態様及び被害の状況
口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯
口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

z篦菱で診､、
9備考

5月17日付け福井地家裁総第523号による報告の続報である（8③，④） ｡
r

(最総一）

「’

計’

1

1
，

i‘



(別紙）

7行為に至る経緯







裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

宇都宮地方裁判所

１
口
□
□
■
□
□
□
ロ
ロ
｜

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

|■ ’■|破壊した。

、

ノ
一

2行為の日時 ’

’ ’
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他 （ ）

4

事件関係者

傍聴人

不明

その他（
､

’-－ ｜）
I

■

5被害者，被害施設等
’
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

EUm ・記型H 、3JＩ
Ｆ
０
１
１
１
１
０
ｈ
日
日
日
Ⅱ

蝿'1回11:』I呪， ロ''ERI ‐:i弓， l窪田

｜

’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

且
ー一一F一一 青一 一一

面晒 一年,， FA急■ 面4･ヨⅥ!｡毛'一m■ ■

毎－'1IごﾛI厚型叩一 引畦ゲニⅢ 7．梱再野上.でI-R。

■■

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

ロ次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

F
娯冒f ■■=m，更

＝二

ロ
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
(庁名)津地方裁判所

１
ロ
ロ
ロ
ロ
■
ロ
ロ
ロ
ロ

行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺,自傷
施設物品等の損壊等
文書偽造,官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務の執行の妨害
その他（ ）

’
●
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
１
１
１
１
１
’
１
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

I
書類の写しを受け取った。

｜ ■ゴ
2行為の日時

■■

也1その ） ’
等イ丁嶽宅

＝

露

ｔｌ４
明
の |）
被害者，
裁判官
被害施設等5

その他の職員

■

物品,文書等
その他（ ）

6行為の態様及び被害の状況
■次のとおり ロ別紙のとおり ロ追完予定

’ ’

7行為に至る経緯
■次のとおり 口別紙のとお｛のとおり 、鴨字等号廷

1

1

卜
可巳

耐
竺

_■ ’
|一

8裁判所の対応‘
■次のとおり

その結果等の行為後の事情
ロ別紙のとおり 口追完予定

’

9備考
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『
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪地方裁判所

p

、
ｆ

も

、

ｑ
、
〃
」
一

〆

勺

，

ロ
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》

？

。
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今
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心
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一
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一
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も齢
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４
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ゴ
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、
一
“
今
や
か
弱

▲

瓜
ノ
Ｆ
ｊ
Ｉ
，

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の穀損等

国文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

’
’
’
一
■■■■■■■■■■■書面醗偽造L

｜

｜
｜

のもた

２

偽造したもの■■■■■■■

帥
》

｜
｜
｜
’
た
一
一
一
一

３

４

｜
｜
’

■■■■■■■■■■上記偽造された文書を

■■■■■■■■■■■■■■■■行使したも
の ／宅憲冒試､、



口
2行為の日時

’

’

’3

『___一

r ﾛ

」

1も

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他 ）（

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

’4

その他

ｌ
’

一庭狸L



’被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■）

5

■

’

行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

|'－－

６
■ 口追完予定

’
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’
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’
行為に至る経緯

次のとおり □

6に記載のとおり

７
■ 別紙のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

一

一

1

凸

’

’

9備考

呼 三一 ヒーー△ー． 二云一
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

’
4

I

I

1 行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
７
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■暴行を加えた。

2行為の日時 ■■■■■■■■■■■■■■■
3行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■■■■）
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他
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不
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画
■
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一
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5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他 ．

■■■■■■■■■
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’
6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

二訓１
１

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

｜

’

I
＝

r－－－－
Ⅱ

I

－

■■
8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’

’

’

一
一

’

i’

9備考

(最総一）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

し
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設

9

9

自傷

物品等の損壊等

図文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

｜
》
｜
’

2行為の日時■■

3行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（■■■■■■■）

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（■■■■■■■■■）

5

’
被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁．舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（■■■■■■■）

’
一

も

一一



行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり ロ

６
■

「
１
１ ’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■■

8裁判所の対応， その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり■次のとおり 口追完予定

9備考
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I

(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 静岡地方裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

「 ■

|穴を
１
ロ
ロ
ロ
■
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

|打撃し，
－

空けた。

’
『

’2行為の日時 ’

１
１

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他

3

’ ’行為者

事件関係者(■■■）
傍聴人

不明

その他

4

’

L
5被害者，被害施設等 ’l

l
l

’

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

|）その他（
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一一

行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙 ’
６
■ のとおり 口追完予定

~－ロ

’

’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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■

■
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Ⅱ

日
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’

’

’
一

’

’

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応，

■次のとおり

’I

’

’

9備考
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(最総一）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
図それ以外の者に対する加害

口 自殺

口施設
，
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

た 。

2行為の日時 ■■■■■■■■■■■■■■

3行為の場所

法廷，審判廷又はその

辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■I

■■■■■■■■■■

4行為者

I
事件関係者
傍聴人

不明

その他(■■■■■）

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり ロ別紙1項のとおり 口追完予定
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その結果等の行為後の事情
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走
裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

損壊したも’
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2行為の日時 ’
一

行為の場所
法廷，審判廷又はその周辺
庁舎内
裁判所構内
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その他【 I
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裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
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庁舎
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裁判所のその他の施設
物品，文書等
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6行為の態様及び被害の状況
'■次のとおり 口別紙
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のとおり 口追完予定

戸
、!ピ 元雷盾凹L寺一四 ごロ ム弓召j上些止::司 門l-ER- ,.‘一再

･bpaI■I ＝■■Ipz Ir ■ロI凸・■

IFー ■■■■ ■■ l■ 画■■P｡■■ ■■『可 一四■

| ■炉『’ ■7吋

’＝一言一4 一一 一一一．●一口 一一 ＝4ヨーー一判

7行為に至る経緯
口次のとおり

特記事項なし

口追完予定口別紙 のとおり

その結果等の行為後の事情
口別紙 のとおり

裁判所の対応，
次のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 千葉地方裁判月
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口 自殺

■施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ 、 ）

■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■衝突させ,破損させた。

2行為の日時■■■■■■■■
二
！■■■■■■■■

3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(一
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行為者

事件関係者

傍聴人

不明
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’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（■■■■■■■）

■■■■■■



行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり
６
■ 口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口追完予定口別紙のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

庁（ 目） 広島地方裁

、
１
１

、一

』

繊
岬
Ⅵ
州総

〆
鑛
癖
侭
‐
吋
杓
￥
９
－
１
、

‐
ｌ
ｈ
ｂ
Ｉ
ｆ
９
．
Ｊ
ｂ
Ｂ
０
■
Ⅱ
Ｉ
占
日
Ｐ
ｊ
ｉ
Ｏ
■
０
１
０
７
‐
Ｏ
Ｂ
９
４
Ｌ
Ｉ
ｑ
、
Ｉ
Ｆ
Ｌ
ｊ

－口包む

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

■施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

’
一
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2行為の日時■■■■■■■■■■■ ﾛ■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■
3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他一）
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行為者

事件関係者

傍聴人

不明
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5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他 (■■■■■■■■）
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その結果等の行為後の事情
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
９
１

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害
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3行為の場所
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり ロ別紙のとおり 口追完予定

｜
’

’

ｌ
’

’
１

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

■施設，物品等の駿損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

｜
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2行為の日時■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3行為の場所
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ロ5被害者，被害施設等

|ー 裁判官

Ⅲ その他の職員

司法修習生

｜ 事件関係者
傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

｜物品,文書等
その他
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
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口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所の対応，

次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり
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